
前回（第６回）の主な意見

（理事の選任）

 執行者として立派な見識ある理事を選ぶことが大事であり、評議員会にその役割を持ってもらうべき。

 諸外国の大学で評議員会のような組織が執行メンバーを選んでいる例はほとんどなく、大学・法人としての継続性

を見ながら、自分たちで責任をもって選ぶ工夫をしている。

 評議員に見識ある識者や学外の人材を揃えることは大変難しく、評議員会で理事を選ぶことは現場では受け入れら

れないと思う。

 それぞれの大学に評議員の歴史的経緯があり、学内者も多い。少数の外部ステークホルダーに大きな権限を持たせ

ることは、必ずしも健全でないのではないか。

 評議員会に理事を選任する構造だけでなく、求められる資質や専門性の基準を明確にし、その基準に基づき緊張感

をもってノミネート・確認するプロセスにおいて、評議員会の関与を工夫することが必要。

 選任委員会を設けて評議員を選び、評議員会の議決や評議員が第三者的に入った指名委員会が理事の選任や指名的

機能を果たす、という重層構造を実現性との兼ね合いから考えてはどうか。

１．理事会に対するけん制機能の強化
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（理事の解任）

 理事会が牛耳られ、新しい時代の教育体制に着いていけていないような場合、理事会の中だけで新しい人に替える

枠組みには、けん制の観点からやや問題がある。

 理事の解任を評議員会が発議することは、ガバナンスの観点からあり得る。自身の経験としても、理事長の解任の

仕組みを明確化する中で、評議員会の承認を得るように取り組んだ。

 本当にひどい不正等があったときに評議員会によって理事が解任される仕組みは必要。今までの理事会の仕組みに

おいても、全く解任できなかったことではない。

（監事の選解任）

 監事は評議員会で選任すべき。抑止される側の理事長が監事の最終的な人事権を握ることは、本末転倒。

 モニタリングの旗振り役たる監事の独立性・第三者性は、積極的に例外を残すものではなく、現時点では社会福祉

法人に合わせて厳しくあるべき。

 監事の独立性・専門性を高めるため、会計監査人を連携させることが必要。

１．理事会に対するけん制機能の強化（続き）
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２．評議員会の機能強化に伴う制度設計

（評議員会の性格付け）

 理事会運営に対するモニタリング・ガバナンスの観点から、重要案件については、評議員会に議決機関としての役

割を与え、日常の経営については、理事会が行うシステムがよい。

 平成16年改正後の現場の状況からみると、評議員会を全面的に議決機関とするよりは、例えば、理事が義務違反

をしたときに誰が止められるかという法人の内部における最後の砦として、新たに必要な機能との関係で限定的に

評議員会を活用していくことが考えられる。

 法人の機関としての評議員会の在り方については、①運営への幅広い意見の反映、②理事の重大な義務違反等の

チェック・監視、③大きな方針への一定の関与、という３つの機能を評議員会がどういう形で果たしていくことが

適切か、学校法人特有の多様性との関係でさらに整理していってはどうか。
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２．評議員会の機能強化に伴う制度設計（続き）

（評議員会の構成等）

 選ばれる、チェックを受ける意味からは、理事に評議員を兼任させないことが適切。

 教学面で理事会と評議員会がけん制し合う部分があるため、評議員に理事がなることも、両者の議論をつなぎ、微

妙なバランスをとる大事な意味がある。米国のシェアド・ガバナンスも同様の考え方である。

 理事の選任などを評議員会が行うに当たり、評議員会の構成として、ステークホルダーの総意をまとめられるよう

選任しなければならない。

 設置母体や経緯の多様性に応じた形でよい評議員が選ばれるか、評議員会が理事の選任等の権限に対してどのよう

な形で責任を負えるかは、実態として困難があると考えざるを得ない。

 選任委員会を設けて評議員を選び、評議員会の議決や評議員が第三者的に入った指名委員会が理事の選任や指名的

機能を果たす、という重層構造を実現性との兼ね合いから考えてはどうか。【再掲】

 評議員に見識ある識者や学外の人材を揃えることは大変難しく、評議員会で理事を選ぶことは現場では受け入れら

れないだろう。【再掲】

 会社の世界でもコーポレートガバナンスに知見のある人材は不足しており、評議員や役員の教育の観点も必要。

 それぞれの大学に評議員の歴史的経緯があり、学内者も多い。少数の外部ステークホルダーに大きな権限を持たせ

ることは、必ずしも健全でないのではないか。【再掲】
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３．理事会における執行のコントロール

（内部統制）

 自治的に健全な組織運営をするため、組織に見合った形での内部統制の運営と評価が必要。

（法人業務と学長の関係）

 理事の執行と監督を分離し、執行をより学長に委ねていくほうがいいのではないか。

 攻めのガバナンスの観点から、学校教育法上、校長・学長のリーダーシップの強化が講じられてきている一方、私

立学校法上、理事会における校長・学長の業務執行の役割が不明確である。

4．その他

 公益法人や社会福祉法人とは、歴史的な成り立ちや事業の在り方が違うことも考慮して議論するべき。

 不祥事の防止だけでなく、よりよい教育のために、評議員会がどういう前向きの提案をするか、理事会がどういう

経営をしていくかという観点から、ガバナンスコードを一度決めておしまいではなく、改善と全体の底上げを進め

ていってほしい。

 社会のイノベーションを生み出す学校に関する議論としては、ぜひ夢のある話を取り入れてほしい。


